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緑地確保指針（素案） 

 

１ 都市における緑地の確保のための取組に当たっての基本的な考え方 

・  都市を取り巻く社会情勢の変化のうち、気候変動対策、生物多様性確保、Well-being 向

上について、これらの課題解決に向けた積極的な対応が求められている。 

・  これらの課題に対し、都市の緑地は、温室効果ガスの吸収やヒートアイランド現象の緩和、

雨水の流出抑制、野生生物の生息・生育環境の確保、環境教育の場の提供、健康の増進、コ

ミュニティの形成、良好な景観の形成、地域固有の歴史文化の形成など、グリーンインフラ

や自然を基盤とした解決策（NbS：Nature-based Solutions）として多様な機能を発揮する

ことが期待される。 

・  一方で、世界と比較して、我が国の都市の緑地の充実度は低く、また、多くの都市におい

て都市の緑地は減少傾向にある。 

・  そのため、都市の緑地を質・量両面で確保し、良好な都市環境の形成を図ることが重要で

あるが、この場合、公的な取組に加えて、民間事業者による緑地確保の取組を促進すること

が不可欠である。（その際、近年、世界的な広がりが見られる ESG 投資等の環境分野への民

間投資を都市の緑地に取り込むことも重要な視点である。） 

・  このため、都市緑地法（以下「法」という。）第 87 条の規定に基づく緑地確保指針（以下

「本指針」という。）は、民間事業者等が行う緑地確保の取組について、気候変動対策、生

物多様性確保、Well-being 向上等の課題解決に向けて取り組むべき事項や配慮すべき事項

の一定の方向性を示すことで、より効果的な取組の推進を図ることを目的とするものであ

る。なお、本指針において、緑地確保事業は主に民間事業者が実施することを想定している

が、地方公共団体等の公的主体が実施するものも含まれるものとする。 

・  なお、本指針は、国内外における社会状況の変化や技術革新等を踏まえ、必要に応じて、

見直しを行うこととする。 

 

２ 緑地確保事業者が取り組むべき事項及び配慮すべき事項 

・  民間事業者等が緑地確保の取組を行うにあたっては、緑地の有する多様な機能を発揮し、

都市を取り巻く各課題の解決を図るため、地域の実情に応じて、以下の事項に取り組み、又

は配慮すべきである。その際、(2)～(4)については、全ての事項を満たさなければならない

ものではなく、地域の実情等に応じて、必要とされる事項に対応すること。なお、以下の事

項以外にも、必要に応じて、都市を取り巻く課題の解決に向けた先進的な取組に該当する事

項に取り組み、又は配慮すべきである。 

(1)緑地の質・量両面での確保 

 都市における緑地の質・量両面での確保に向け、緑地がその有する機能を発揮し、

都市において相当の効果を発現するためには、一定規模以上の緑地を確保した上で、

その質の向上が図られるよう整備・管理すること。その際、一定の土地を有してい

る社会的責任に鑑み、対象となる土地に占める緑地の割合もできるだけ高くなるよ

う整備・管理すること。 

資料２ 
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 2030 年までに、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させ

る」という、いわゆる「ネイチャーポジティブ（自然再興）」の実現に向け、緑地の

確保にあたっては、対象となる土地の事業実施以前の状況と比較して自然的環境が

損失しないよう整備・管理すること。 

(2) 気候変動対策 

温室効果ガスの排出拡大による地球温暖化の進行は、自然災害、海面上昇、生態系、農

林水産業、都市生活、経済活動等に深刻な影響をもたらしている。そのため、緑地の確保

において、緩和策としての二酸化炭素の吸収・固定や排出削減、適応策としての暑熱対策

や水害対策等を講じるとともに、資源循環に資する取り組みを行うことで、気候変動への

対応を図ることが重要である。 

（温室効果ガス吸収・固定） 

 樹木は光合成を通じて CO2 を吸収・固定する機能を有するため、緑地の確保にあた

っては、CO2 吸収源となる高木を植栽するとともに、その育成を適切に行うこと。 

 木材は森林が吸収した炭素を貯蔵しているため、緑地の確保にあたり、緑地の利用

等に関する施設を設置する場合は、積極的に木材を利用すること。 

（温室効果ガス排出削減） 

 屋上緑化や壁面緑化は、植物が舗装・建物外壁等の被覆することで表面温度の上昇

や蓄熱を防止し、昼夜間の冷房使用を低減することで CO2 排出の抑制の機能を有す

るため、緑地の確保にあたっては、屋上緑化や壁面緑化を効果的に整備・管理する

こと。 

 緑地の確保にあたっては、使用する資材について、使用段階だけでなく、製造、流

通、施工、運用等までのライフサイクル全体を通じた CO2 排出量の削減を図ること。 

（暑熱対策） 

 緑地は、地表面被覆の改善、冷気の発生源として周囲への冷たい空気のにじみ出し、

冷涼な風を導入・維持する風の道の形成等により、ヒートアイランド現象含む都市

の暑熱環境を緩和する機能を有する。また、人が歩行・滞在する空間においては、

樹冠を有する樹木は、緑陰を形成することで、日射を低減できることから、熱中症

対策として効果的である。そのため、緑地の確保にあたっては、周囲の状況等を踏

まえ、暑熱対策として効果的に緑地を整備・管理すること。 

（水災害対策） 

 緑地は、その形態によって、雨水を一時的に貯留、または地下に浸透させることか

ら、雨水の流出抑制機能が期待される。そのため、緑地の確保にあたっては、雨水

の流出抑制機能が効果的に発揮できるよう適切な形態・配置等で緑地を整備・管理

すること。 

（資源循環） 

 循環型社会の形成に向けた 3R（廃棄物等の発生抑制・循環資源の再使用・再生利用）

＋Renewable（バイオマス化・再生材利用等）等の取組は温室効果ガスの排出削減に

も資するものであることから、緑地の確保にあたっては、再生材の使用や資源の有
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効利用等を積極的に行うこと。 

(3) 生物多様性の確保 

豊かな生物多様性に支えられた生態系は、人間の福利に貢献しており、こうした自然

の恵みによって人々の生活は物質的には豊かになった一方、人間活動により、世界的に

生物多様性と生態系サービスが悪化し続けている。そのため、緑地の確保において、自

然資本への過度な負荷を減らし、地域固有の生態系を支える野生生物の生育・生息環境

の場等となるよう取り組むことで、生物多様性の確保を図ることが重要である。 

（自然地形等の保全・再生） 

 地形の改変は、その土地に様々な影響を及ぼし、生態系にも変化を与える。そのた

め、緑地の確保にあたり、対象となる土地に地域固有の自然地形がある場合は、地

形等の適切な保全を図ること。また、対象となる土地が造成地である場合において

は、その土地における在来の表土等の良好な表土を適切に保全すること。 

（水資源の確保） 

 水資源は生物の生存に不可欠な要素であり、その適切な確保が必要であることから、

緑地の確保にあたっては、植物の適切な生育を確保しつつ、水使用量の削減に資す

る取組を行うこと。 

（多様な生息・生育環境の確保） 

 高木層、低木層、草本層など、高さの異なる多様な植物で構成される階層構造を有

する緑地は、空間構造が多様になるため、様々な生物の生息が可能になる。そのた

め、緑地の確保にあたっては、階層構造が形成されるよう整備・管理すること。 

 生物が安定的に集団を維持していくためには、一般的に一定程度まとまった規模の

緑地が必要であり、規模が大きいほど生物多様性の確保の観点から効果的である。

そのため、緑地の確保にあたっては、できるだけ大きく、まとまりを持った配置と

すること。 

 樹林地、草地、水辺地等の複数の異なる自然的環境によって構成される緑地は多様

な動物の生息空間となる。そのため、緑地の確保にあたっては、一つの緑地におい

て複数の異なる自然的環境を有し、それらの間を動物が移動しやすい形態で整備・

管理すること。 

 多様な動植物の生息・生育環境を確保するためには、動物が採餌や繁殖する場の形

成や移動しやすい空間等の確保が重要であることから、緑地の確保にあたっては、

動植物の生態を踏まえた良好な生息・生育環境の形成に資する取組を行うこと。 

（周辺環境との調和） 

 在来の植物が生育する環境は、在来の動物の生息環境として重要であり、それがそ

の地域固有の生態系の確保につながることから、緑地の確保にあたっては、地域に

根ざした植生を活用すること。 

 動植物の生息・生育地が孤立化している都市は、生息地間の生態的・空間的つなが

りである生態系ネットワークの形成により、動植物の円滑な移動・個体間の交流等

の機会が確保される。そのため、緑地の確保にあたっては、周辺の環境と調和した
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生態系ネットワークの形成が図られるよう整備・管理すること。 

（生態系への影響の低減） 

 種の絶滅は、生物多様性を低下させ、多様な生態系のバランスを変化させるおそれ

等があることから、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存は極めて重要である。

そのため、緑地の確保にあたり、対象となる土地に希少種が存在する場合、当該種

を適切に保全すること。 

 侵略的外来種は、地域固有の生態系を改変し、在来種に大きな影響を与えているこ

とから、緑地の確保にあたっては、侵略的外来種による被害を防止するための取組

を行うこと。 

 化学農薬及び化学農薬の過剰な施用は生物多様性の低下等を招くことから、緑地の

確保にあたっては、化学農薬及び化学農薬の使用量の削減に資する取組を行うこと。 

 プラスチックを含む化学物質の中には生態系に影響を及ぼすものもあることから、

緑地の確保にあたっては、化学物質が含まれる資材の適正な管理を行うこと。 

 国内外において原材料の調達は自然環境の保全等に影響を及ぼすおそれがあること

から、緑地の確保にあたり、使用する資材については、その合法性や持続可能性の

確認を実施すること。 

（環境教育の実施） 

 生物多様性の確保に向けては、生物多様性の重要性等に対する人々の知識と関心を

高め、行動の変化につなげることが不可欠である。一方で、特に都市住民は日常生

活において自然との接触機会が少なくなり、自然とのつきあい方を知らない人が増

えてきており、自然に対する経験の消失が生じている。そのため、緑地の確保にあ

たっては、生物多様性に係る環境教育や自然とのふれあいの機会の提供を積極的に

実施すること。 

(4) Well-being 向上 

 人々が健康で文化的な都市生活を送ることの重要性は、新型コロナウイルス感染症拡

大を契機に、より一層高まっており、持続可能な開発目標（SDGs）においても、あらゆ

る年齢のすべての人々の Well-being を促進することが位置づけられている。そのため、

緑地の確保において、あらゆる人々にとって安全・安心で快適に利用でき、心身の健康

の増進や地域の魅力・文化の向上等が図られるよう取り組むことで、Well-being の向上

を図ることが重要である。 

 （開かれた空間） 

 Well-being の向上に資する緑地の効果を人々が最大限享受できるよう、緑地の確保

にあたっては、可能な限り多くの利用に供されるよう整備・管理すること。 

 高齢者、障害者、子ども等を含む多様な人々にとって利用しやすい緑地とするため、

緑地の確保にあたっては、バリアフリーの確保含むユニバーサルデザインの考え方

に基づき整備・管理すること。 

（安心・安全な空間の形成） 

 Well-being の向上には、その基盤として安全・安心な場の確保が不可欠であること



5 

から、緑地の確保にあたっては、事故の防止や防犯、災害時の避難地や緩衝帯とし

ての場の提供など、安全・安心な空間が形成されるよう整備・管理すること。 

 （心身の健康の増進・地域コミュニティの形成） 

 緑地は、身体活動の促進、ストレス緩和やリラックス効果、住民の相互交流の促進

やコミュニティの結束強化等を通じて、人々の健康を支えることができることから、

緑地の確保にあたっては、身体的、精神的に健康の増進が図られ、社会的な健康と

して、地域コミュニティの形成に資するよう整備・管理すること。 

（にぎわいの創出） 

 緑陰を形成する樹木や芝生等の緑地は、まちなかにおいて、快適に憩うことができ、

視覚的にも映えることから、人々が歩いて楽しくなる要素となるとともに、多様な

人が訪れ、交流する場を形成する機能を有する。そのため、緑地の確保にあたって

は、快適で魅力的な滞在・交流空間の形成に寄与するよう整備・管理すること。 

（景観の向上） 

 緑地は、緑豊かで潤いをもたらす美しい景観を形成するとともに、四季の変化や時

の流れを感じさせ、地域固有の歴史・文化を形成する。そのため、緑地の確保にあ

たっては、周辺環境の向上に寄与する植栽の配置や土地・地域の特性を踏まえた形

態意匠など、対象となる土地・地域の良好な景観が形成されるよう整備・管理する

こと。また、対象となる土地に歴史・文化的価値の高い樹木が存在する場合、当該

樹木の保全・活用を図ること。 

（農の活用） 

 都市農地は、都市における緑地として、地元産の新鮮な農産物を供給することに加

え、防災、良好な景観の形成、国土及び環境保全等の多様な機能を有することから、

緑地の確保にあたっては、都市農地及び農的空間が創出・保全・活用されるよう整

備・管理すること。 

(5)マネジメント・ガバナンス 

緑地は、人工的なインフラと異なり、時間の経過とともに植物が生育し、その状態が大

きく変化するため、そのような特性を踏まえた適切な整備、継続的なモニタリング、順応

的な維持管理が必要不可欠である。そのため、緑地の確保にあたっては、緑地の有する機

能の確実かつ継続的な発揮に向け、適切な整備・維持管理等のマネジメント及びそれを支

える主体のガバナンスが重要であることから、以下の事項に取り組むべき若しくは配慮す

べきである。 

（確実かつ効果的な事業の実施） 

 事業を確実かつ効果的に実施できるよう、緑地の確保にあたっては、地域の実情に

応じた事業の目的・目標を定め、その目的・目標に沿った事業内容とし、その事業

を実施するための実施体制や資金計画を適切に確保すること。 

 継続的なモニタリングを通じて事業の実施による緑地の効果を把握し、その結果を

踏まえた対応を適時行うこと。 

（専門家の関与） 
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 緑地の確保にあたり、事業の計画段階から緑地に関する専門家の適切な助言を受け

るとともに、緑地の整備・維持管理等において、緑地に関する専門の技術者を適切

に配置すること。 

（情報開示） 

 緑地の確保に関する情報に関する情報について、事業や対象となる土地の特性を踏

まえつつ、第三者が容易にアクセスできるよう可能な限り開示すること。 

（地域住民等とのコミュニケーション） 

 事業の透明性、公平性等を確保する観点から、緑地の確保にあたっては、事業の計

画段階から説明会等の地域住民等とのコミュニケーションを行い、地域との丁寧な

合意形成を図ること。 

（ネガティブ・インパクトの管理） 

 緑地の確保にあたっては、事業の実施によって、環境・社会への悪影響（ネガティ

ブ・インパクト）をもたらす可能性があるかを検討し、特定された場合は回避・低

減のための措置を行うことができるよう管理すること。 

(6)土地・地域特性の把握・反映 

緑地の確保にあたっては、対象となる土地や周辺地域の特性を踏まえた事業が重要であ

ることから、以下の事項に取り組むべき若しくは配慮すべきである。 

（土地・地域特性の把握・反映） 

 緑地の確保にあたっては、対象となる土地や周辺地域の自然環境、土地利用の変遷

含む歴史文化、社会的状況、法令・行政計画等を適切に把握した上で、課題を適切

に設定し、それらを踏まえた事業を実施すること。 

(7)地域の価値向上・ネットワーク性の確保 

緑地の有する機能の発揮を通じた緑地確保の取組は、対象となる土地だけでなく、周辺

の地域に広がりのある効果を及ぼすとともに、ネットワークとして有機的につながること

でより一層その効果を高め、これらを通じて地域の価値向上をもたらす。そのため、緑地

の確保にあたっては、地域の価値向上をもたらす取組の重要性に鑑み、面的な広がりをも

たらす機能の発揮や緑地のネットワーク性の確保が図られるよう整備・管理すること。 

 

・  法第 88 条に規定する優良緑地確保計画の認定について、上記事項への適合性の審査は、

別に定める制度要綱により行い、適合していると認めるときに認定を行うこととする。 

 


